
  

○廃業届出書添付書類一覧 
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登録済通知書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

相続人の戸籍謄本 ○      

死亡した貸金業者

の除籍謄本 
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合併契約書の写し
(注４) 
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選定したことを証

する書面の写し 

  ○   
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事項証明書(注５) 
   ○  

 

金融サービスの提

供及び利用環境の

整備等に関する法

律第 14条第 2項(注

６)の通知の写し 

     

 

○ 

貸金業を承継する

者を選任した旨を

証する書面の写し
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上記に加え、 

債権譲渡を行う場合 

（法第 24条） 

貸金業法第 24条の６の２に係る 

債権譲渡に関する届出書 

債権譲渡契約書の写し 

債務者への債権譲渡通知の雛形 

法 24条第 1項の規定による通知の写し 

取立委託を行う場合 

（法第 21条） 

取立委託契約書の写し 

債務者への取立委託通知の雛形 

 

注１ 人格のない社団又は財団にあつては、合併に相当する行為をいう。 

注２ 人格のない社団又は財団にあつては、解散に相当する行為をいう。 

注３ 人格のない社団又は財団にあつては、その代表者又は管理人であった者をいう。 



  

注４ 人格のない社団又は財団にあつては、合併契約書に準ずるものの写しをいう。 

注５ 人格のない社団又は財団にあつては、届出者がその代表者又は管理人であつたことを証する

書面をいう。 

注６ 同法第 16条第２項において準用する場合を含む。 

注７ 相続人が二人以上ある場合において、貸金業を承継する者を選定したときのみ必要 

 

 


